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政
令
第

号

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
二
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
沿
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
及
び
丙
区
域
内
に
お
い
て
従
業
す
る
漁
船
の
項
中
「
千
六
百
ト

ン
」
を
「
五
千
ト
ン
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

近
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
で

総
ト
ン
数
二
百
ト
ン
未
満
の
も
の

船

長

五
級
海
技
士
（
航
海
）

あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域

総
ト
ン
数
二
百
ト
ン
以
上
五
百
ト

船

長

四
級
海
技
士
（
航
海
）

の
み
を
航
行
す
る
も
の

ン
未
満
の
も
の

一
等
航
海
士

五
級
海
技
士
（
航
海
）

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
五
千
ト

船

長

四
級
海
技
士
（
航
海
）

ン
未
満
の
も
の

一
等
航
海
士

五
級
海
技
士
（
航
海
）
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二
等
航
海
士

五
級
海
技
士
（
航
海
）

総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

船

長

三
級
海
技
士
（
航
海
）

一
等
航
海
士

四
級
海
技
士
（
航
海
）

二
等
航
海
士

五
級
海
技
士
（
航
海
）

別
表
第
一
第
二
号
の
表
沿
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
及
び
丙
区
域
内
に
お
い
て
従
業
す
る
漁
船
の
項
中
「
三
千
キ
ロ

ワ
ッ
ト
」
を
「
六
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

近
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
で

出
力
七
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満

機

関

長

五
級
海
技
士
（
機
関
）

あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域

の
推
進
機
関
を
有
す
る
も
の

の
み
を
航
行
す
る
も
の

出
力
七
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

機

関

長

四
級
海
技
士
（
機
関
）

千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
推
進

一
等
機
関
士

五
級
海
技
士
（
機
関
）

機
関
を
有
す
る
も
の

出
力
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
六

機

関

長

四
級
海
技
士
（
機
関
）

千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
推
進
機
関

一
等
機
関
士

五
級
海
技
士
（
機
関
）
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を
有
す
る
も
の

二
等
機
関
士

五
級
海
技
士
（
機
関
）

出
力
六
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
推

機

関

長

三
級
海
技
士
（
機
関
）

進
機
関
を
有
す
る
も
の

一
等
機
関
士

四
級
海
技
士
（
機
関
）

二
等
機
関
士

五
級
海
技
士
（
機
関
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



- 4 -

理

由

近
年
の
内
航
海
運
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
近
海
区
域
の
一
部
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に
対
応
し
た
船
舶
職
員
の

乗
組
み
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


